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鳥取県教育センター 

 



１．総則 

 

１．１ 概要 

  鳥取県立特別支援学校（以下「各学校」という。）に導入済のタブレット端末を一括管理するた

めのモバイル端末管理ソフトウェア（以下「MDM」という。）のライセンスを調達するものであ

る。 

 

１．２ 納入場所 

  鳥取県教育センター教育 DX 推進課（鳥取市湖山町北５丁目 201）とする。 

 

１．３ 利用箇所 

地区 学校名 住所 

東部 

鳥取盲学校 鳥取市国府町宮下１２６５ 

鳥取聾学校 鳥取市国府町宮下１２６１ 

鳥取養護学校 鳥取市江津２６０ 

白兎養護学校 鳥取市伏野１５５０－１ 

白兎養護学校訪問学級 鳥取市三津８７６ 鳥取医療センター内 

中部 倉吉養護学校 倉吉市長坂新町１２３１ 

西部 
皆生養護学校 米子市上福原７丁目１３－４ 

鳥取聾学校ひまわり分校 米子市上福原７丁目１３－１ 

 

１．４ 発注者 

  本仕様書でいう発注者は、鳥取県教育センター教育 DX 推進課をいう。 

 

１．５ 使用期間及び納入期限 

（１）使用期間 令和８年５月１日から令和１２年４月３０日まで（４８か月） 

（２）納入期限 令和８年４月３０日 

 

１．６ 本仕様書遵守に要する経費 

  本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担で行うこと。 

 

１．７ ライセンスの登録 

  ライセンスの登録に必要となる情報については、発注者が契約締結後に別途指示する。 

 

１．８ 疑義の解釈 

  本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注者

が協議して定めるものとする。 

 

１．９ 納入物について 



  次の表に記載する納入物を、納入期限までに発注者に納入すること。 

表 納入物一覧 

区分 名称 部数 

ライセンス証書等 ２に掲げる調達ライセンスについて、名義、数量、有効期間

を示すライセンス証書又はそれに代わる証明書類 

１部 

 

２．調達するライセンスについて 

特別支援学校タブレット端末管理ソフトウェアライセンス 一式（製品指定） 

【内訳】 

名称 数量 

Jamf Pro for iOS for Education ５７０台分 

 

３ その他 

（１）本業務には、ライセンス登録に係る費用も含めること。 

（２）ライセンスは、１．５の使用期間中利用可能な権利を有するものとすること。 

（３）ライセンスの契約名義やインスタンス名について、契約締結後、別途発注者と打合せを行うも

のとする。 

（４）作業等において知り得た情報は、外部に漏らしたり他の目的に利用したりしないこと。 

 

４ 一般事項 

（１）権利義務の譲渡等の禁止 

受注者は、本業務に係る契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、

又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場

合は、この限りでない。 

（２）資料提供 

ア 受注者から発注者に対し、本業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、発注者と受

注者が協議の上、発注者は受注者に対し、無償でこれらの提供を行う。 

イ 受注者は、発注者から提供された本業務に関する資料等を善良なる管理者の注意をもって管理

し、保管し、かつ、本業務以外の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。 

ウ 受注者は、本業務に係る契約が満了し、若しくは解除されたとき、又は資料等が本業務遂行上

不要となった場合、遅滞なく資料等を発注者に返還し、又は発注者の指示に従った処置を行うも

のとする。 

エ 発注者及び受注者は、アからウにおける資料等の提供、返還その他処置等について、書面をも

ってこれを行うものとする。 

（３）追完請求権 

ア 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が本業務に係る契約で定める内容

に適合しないものであるときは、受注者に対して相当の期間を定めて発注者の指示した方法によ

り成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 



イ アの規定により発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完が

ないときは、発注者は受注者に対して代金の減額を請求することができる。 

ウ ア及びイの規定は、発注者が受注者に対して行う損害賠償の請求及び本業務に係る契約の解除

を妨げるものではない。 

（４）特許権等の使用 

受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権

利（以下「特許権等」という。）の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その

使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、履行方法等を指

定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在

を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担するものとする。 

（５）一般的損害 

業務を行うにつき生じた損害（（６）のア又はイに規定する損害を除く。）については、受注者

がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたもの

については、発注者が負担する。 

（６）第三者に及ぼした損害 

ア 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなけ

ればならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 

イ アの規定にかかわらず、アに規定する賠償額のうち、発注者のみの責めに帰すべき事由により

生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。 

ウ ア及びイの場合、その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注

者及び受注者が協力してその処理解決に当たる。 

（７）守秘事項等 

ア 本業務における納入物については、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積し

たり、他の目的に使用してはならない。 

イ 本業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。 

ウ ア及びイの規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 

（８） 再委託の禁止 

ア 受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。 

イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、アの承認をしないものとする。 

ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。 

（ア）再委託にかかる契約金額が利用料の額の５０パーセントを超える場合 

（イ）再委託する業務に本業務の中核となる部分が含まれている場合 

ウ 受注者は、アの承認を受けて第三者に再委託を行う場合、再委託先にこの契約に基づく一切の

義務を遵守させるとともに、発注者に対して責任を負わせなければならない。 

（９）調査等 

発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して本業務の処理状況について調査し、又は

報告を求めることができる。この場合において、受注者は、これに従わなければならない。 

（１０）完了報告及び検査 

ア 受注者は、ライセンスの納入を完了したときは、令和８年４月３０日までに納入完了報告書を



発注者に提出しなければならない。 

イ 発注者は、アの納入完了報告書を受理したときは、その日から１０日以内に、納入の完了を確

認するための検査を行わなければならない。 

ウ 発注者は、イの規定に基づき検査を行った結果、合格と認めるときは、その旨を受注者に通知

しなければならない。 

エ 受注者は、イの規定に基づく検査に合格しないときは、発注者の指示に従って遅滞なくこれを

修補し、発注者の検査を受けなければならない。 

オ イ及びウの規定は、エの再検査の場合において準用する。 

（１１）契約金額の支払等 

ア 受注者は、（１０）のウ（（１０）のオにおいて準用する場合を含む。）の通知を受けた後、速

やかに契約金額を発注者に請求する。 

イ 発注者は、アの規定による正当な請求書を受理した日から３０日以内に請求に係る契約金額を

受注者に支払う。 

ウ 発注者が正当な理由なくイに規定する支払期間内に支払を完了しないときは、受注者は、遅延

日数に応じ未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６

号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を発注者に請求

することができる。 

（１２）違約金 

発注者は、受注者が納入期限内に納入を完了できなかったときは、遅延日数に応じ、契約金額

から既完了部分（受注者が既に納入完了した部分のうち、発注者が引渡しを受ける必要があると

認めたものをいう。）に対する相当額を控除した額に対し、鳥取県会計規則（昭和３９年鳥取県規

則第１１号）第１２０条の規定により計算した額を、違約金として受注者に請求することができ

る。 

（１３）任意解除 

ア 発注者は、（１４）又は（１５）の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除する

ことができる。 

イ アの解除に伴う損害賠償等については、発注者及び受注者が協議して定める。 

（１４）催告による解除 

ア 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した

時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限

りでない。 

（ア）正当な理由なく、始期を過ぎても業務に着手しないとき。 

（イ）業務を遂行する見込みがないとき又は業務を使用期間内に履行する見込みがないと認められ

るとき。 

（ウ）正当な理由なく、（３）のアの履行の追完がなされないとき。 

（エ）（ア）から（ウ）に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

イ 受注者は、アの規定によりこの契約を解除された場合、違約金として契約金額の１０分の１に相

当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照ら



して受注者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。 

（１５）催告によらない解除 

ア 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 

（ア）業務の履行不能が明らかであるとき。 

（イ）業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（ウ）業務の一部の履行が不能である場合又は業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場

合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。  

（エ）（ア）から（ウ）に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が（１４）の

アの催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らか

であるとき。 

（オ）受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第３条に違反する行為又は刑法（明治４０年法律第

４５号）第９６条の６若しくは同法第１９８条に規定する行為をしたと認められるとき。 

（カ）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団の構成員（以下「暴力団員」という。）であ

ると認められるとき。 

（キ）次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認

められるとき。 

ａ 暴力団員を役員等（受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者

を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤

を含む。以下同じ。）とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。 

ｂ 暴力団員を雇用すること。 

ｃ 暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。 

ｄ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産

上の利益を与えること。 

ｅ  暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。 

ｆ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。 

ｇ 暴力団若しくは暴力団員であること又はａから f までに掲げる行為を行うものであると知り

ながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。 

イ 受注者は、アの規定によりこの契約を解除された場合、違約金として契約金額の１０分の１に

相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照

らして受注者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。 

（１６）解除の制限 

（１４）のア及び（１５）のアの（ア）から（エ）までの規定に定める場合が発注者の責めに帰す

べき事由によるものであるときは、発注者は、（１４）又は（１５）の規定による契約の解除を

することができない。 

（１７）賠償の予定 

受注者が（１５）のアの（オ）に該当する行為をしたと発注者が認めたときは、発注者が契約

を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として契約金額の１０分の２に相当する金額を発



注者に支払わなければならない。 

（１８）専属的合意管轄裁判所 

本業務に係る訴訟の提起又は調停（発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを

除く。）の申立てについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とす

る。ただし、民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第６条第１項に規定する場合については、大

阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 

（１９）仕様書遵守に要する経費 

本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。 

（２０）その他 

ア この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と

受注者とが協議して定めるものとする。 

イ 契約書の作成に当たり、仕様書中の一般条項を契約書に記載した場合は、当該契約条項を仕様

書から削除する。 

ウ 仕様書中の一般条項を契約書に記載する場合において、契約書の様式に合わせるため、当該契

約条項の趣旨を変えないで用語を変更するときがある。 


